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【 請 求 項 １ 】
　 光 デ ィ ス ク 媒 体 に レ ー ザ パ ル ス を 照 射 し て 情 報 の 記 録 と 再 生 を 行 い ， 前 記 レ ー ザ パ ル ス
の 照 射 条 件 を 適 正 化 す る 試 し 書 き を 行 う 光 デ ィ ス ク 装 置 で あ っ て
　 前 記 光 デ ィ ス ク 媒 体 の 所 定 の 領 域 に 前 記 レ ー ザ の 照 射 条 件 を 変 更 し な が ら 所 定
の 試 し 書 き パ タ ー ン の 記 録 を 行 う 手 段 と
　 前 記 を 再 生 し て 第 １ の 再 生 信 号 を 得 る 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 再 生 信 号 を 等 化 処 理 し て 第 ２ の 再 生 信 号 を 得 る ア ナ ロ グ フ ィ ル タ ー と
　 前 記 第 ２ の 再 生 信 号 を デ ジ タ ル 化 し て 第 ３ の 再 生 信 号 を 得 る Ａ ／ Ｄ コ ン バ ー タ と
　 前 記 第 ３ の 再 生 信 号 を 等 化 処 理 し て 第 ４ の 再 生 信 号 を 得 る Ｆ Ｉ Ｒ フ ィ ル タ ー と
　 前 記 第 ４ の 再 生 信 号 を ２ 値 化 し ２ 値 化 デ ー タ 列 を 得 る Ｐ Ｒ Ｍ Ｌ 回 路 と
　 前 記 第 ３ の 再 生 信 号 を 入 力 と し 、 エ ッ ジ の 信 号 レ ベ ル を 検 出 す る エ ッ ジ レ ベ ル 検 出 器 と

　 前 記 エ ッ ジ の 信 号 レ ベ ル が 所 定 の 値 の 範 囲 外 に あ る こ と を 判 定 し て 論 理 パ ル ス を 発 生
す る 論 理 パ ル ス 発 生 器 と
　 前 記 ２ 値 化 デ ー タ 列 か ら 先 行 す る ス ペ ー ス 長 さ 当 該 マ ー ク の 長 さ 後 続 す る ス ペ ー ス
の 長 さ に 応 じ た デ ー タ パ タ ー ン を 判 定 し て 前 記 論 理 パ ル ス を 前 記 デ ー タ パ タ ー ン ご と に
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カ ウ ン ト し 論 理 パ ル ス テ ー ブ ル を 生 成 す る 手 段
と を 備 え
　 前 記 論 理 パ ル ス テ ー ブ ル の カ ウ ン ト 値 を 用 い て 前 記 レ ー ザ パ ル ス の 照 射 条 件 を 定 め る
こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 論 理 パ ル ス テ ー ブ ル の カ ウ ン ト 値 を 最 小 に す る よ う に 前 記 レ ー ザ パ ル ス の 照 射 条
件 を 定 め る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 光 デ ィ ス ク 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】
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、 、
、

、

、

　 光 デ ィ ス ク 媒 体 に レ ー ザ パ ル ス を 照 射 し て 情 報 の 記 録 と 再 生 を 行 い 、 前 記 レ ー ザ パ ル ス
の 照 射 条 件 を 適 正 化 す る 試 し 書 き を 行 う 光 デ ィ ス ク 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 光 デ ィ ス ク 媒 体 の 所 定 の 領 域 に 、 前 記 レ ー ザ パ ル ス の 照 射 条 件 を 変 更 し な が ら 所 定
の 試 し 書 き パ タ ー ン の 記 録 を 行 う 手 段 と 、
　 前 記 情 報 を 再 生 し て 、 第 １ の 再 生 信 号 を 得 る 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 再 生 信 号 を 等 化 処 理 し て 第 ２ の 再 生 信 号 を 得 る ア ナ ロ グ フ ィ ル タ ー と 、
　 前 記 第 ２ の 再 生 信 号 を デ ジ タ ル 化 し て 第 ３ の 再 生 信 号 を 得 る Ａ ／ Ｄ コ ン バ ー タ と 、
　 前 記 第 ３ の 再 生 信 号 を 等 化 処 理 し て 第 ４ の 再 生 信 号 を 得 る Ｆ Ｉ Ｒ フ ィ ル タ ー と 、
　 前 記 第 ４ の 再 生 信 号 を ２ 値 化 し 、 ２ 値 化 デ ー タ 列 を 得 る Ｐ Ｒ Ｍ Ｌ 回 路 と 、
　 前 記 ２ 値 化 デ ー タ 列 か ら エ ッ ジ 位 置 を 検 出 す る エ ッ ジ 検 出 器 と 、
　 前 記 第 ４ の 再 生 信 号 と 前 記 エ ッ ジ 検 出 器 と か ら 、 エ ッ ジ の 信 号 レ ベ ル を 検 出 す る エ ッ ジ
レ ベ ル 検 出 器 と 、
　 前 記 エ ッ ジ の 信 号 レ ベ ル が 所 定 の 値 の 範 囲 外 に あ る こ と を 判 定 し て 、 論 理 パ ル ス を 発 生
す る 論 理 パ ル ス 発 生 器 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク 装 置 。

　 前 記 Ｆ Ｉ Ｒ フ ィ ル タ ー と 前 記 エ ッ ジ 検 出 器 と の 間 に は 、 前 記 ２ 値 化 デ ー タ 列 を 生 成 す る
分 の 遅 延 を 補 償 す る 遅 延 調 整 器 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 光 デ ィ
ス ク 装 置 。

　 更 に 、 前 記 ２ 値 化 デ ー タ 列 か ら 先 行 す る ス ペ ー ス 長 さ 、 当 該 マ ー ク の 長 さ 、 後 続 す る ス
ペ ー ス の 長 さ に 応 じ た デ ー タ パ タ ー ン を 判 定 し て 、 前 記 論 理 パ ル ス を 前 記 デ ー タ パ タ ー ン
ご と に カ ウ ン ト し 、 論 理 パ ル ス テ ー ブ ル を 生 成 す る 手 段 と 、
　 前 記 論 理 パ ル ス テ ー ブ ル の カ ウ ン ト 値 を 用 い て 、 前 記 レ ー ザ パ ル ス の 照 射 条 件 を 定 め る
手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 光 デ ィ ス ク 装 置 。

　 光 デ ィ ス ク 媒 体 に レ ー ザ パ ル ス を 照 射 し て 情 報 の 記 録 と 再 生 を 行 い 、 前 記 レ ー ザ パ ル ス
の 照 射 条 件 を 適 正 化 す る 試 し 書 き を 行 う 光 デ ィ ス ク 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 光 デ ィ ス ク 媒 体 の 所 定 の 領 域 に 、 前 記 レ ー ザ パ ル ス の 照 射 条 件 を 変 更 し な が ら 所 定
の 試 し 書 き パ タ ー ン の 記 録 を 行 う 手 段 と 、
　 前 記 情 報 を 再 生 し て 、 第 １ の 再 生 信 号 を 得 る 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 再 生 信 号 を 等 化 処 理 し て 第 ２ の 再 生 信 号 を 得 る ア ナ ロ グ フ ィ ル タ ー と 、
　 前 記 第 ２ の 再 生 信 号 を デ ジ タ ル 化 し て 第 ３ の 再 生 信 号 を 得 る Ａ ／ Ｄ コ ン バ ー タ と 、
　 前 記 第 ３ の 再 生 信 号 を 等 化 処 理 し て 第 ４ の 再 生 信 号 を 得 る Ｆ Ｉ Ｒ フ ィ ル タ ー と 、
　 前 記 第 ４ の 再 生 信 号 を ２ 値 化 し 、 ２ 値 化 デ ー タ 列 を 得 る Ｐ Ｒ Ｍ Ｌ 回 路 と 、
　 前 記 第 ４ の 再 生 信 号 の エ ッ ジ 位 置 を 検 出 し て 、 エ ッ ジ の 信 号 レ ベ ル を 検 出 す る エ ッ ジ レ
ベ ル 検 出 器 と 、
　 前 記 エ ッ ジ の 信 号 レ ベ ル が 所 定 の 値 の 範 囲 外 に あ る こ と を 判 定 し て 、 論 理 パ ル ス を 発 生
す る 論 理 パ ル ス 発 生 器 と 、
　 前 記 エ ッ ジ レ ベ ル 検 出 器 か ら の 出 力 信 号 を 、 入 力 信 号 と す る PLL回 路 と を 有 し 、
　 前 記 PLL回 路 の 出 力 信 号 を 、 ク ロ ッ ク 毎 に サ ン プ ル さ れ る 前 記 Ａ ／ Ｄ コ ン バ ー タ の 入 力
信 号 と す る こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク 装 置 。



【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】
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　 更 に 、 前 記 Ｆ Ｉ Ｒ フ ィ ル タ ー と 前 記 Ｐ Ｒ Ｍ Ｌ 回 路 と の 間 に 、 前 記 第 ４ の 再 生 信 号 を 前 記
PRML回 路 に 適 し た 特 性 に な る よ う に 等 化 す る 適 応 型 の FIRフ ィ ル タ ー が 設 け ら れ て い る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の 光 デ ィ ス ク 装 置 。

　 更 に 、 前 記 ２ 値 化 デ ー タ 列 か ら 先 行 す る ス ペ ー ス 長 さ 、 当 該 マ ー ク の 長 さ 、 後 続 す る ス
ペ ー ス の 長 さ に 応 じ た デ ー タ パ タ ー ン を 判 定 し て 、 前 記 論 理 パ ル ス を 前 記 デ ー タ パ タ ー ン
ご と に カ ウ ン ト し 、 論 理 パ ル ス テ ー ブ ル を 生 成 す る 手 段 と 、
　 前 記 論 理 パ ル ス テ ー ブ ル の カ ウ ン ト 値 を 用 い て 、 前 記 レ ー ザ パ ル ス の 照 射 条 件 を 定 め る
手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の 光 デ ィ ス ク 装 置 。
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